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警備業法の一部を改正する法律案の概要

１ 警備員の知識及び能力の向上

（１）警備業者の専門的な指導教育体制の整備

ア 警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者の選任

警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に

応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教

育責任者を選任しなければならないこととする。

イ 警備員指導教育責任者に対する定期的な講習

都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対

する定期的な講習の制度を導入することとする。

（２）警備員等の検定の普及による警備員の知識及び能力の向上

ア 検定に合格した警備員の配置

警備業者は、社会の安全上重要な一定の種別の警備業務については、一定の

基準に従いその種別ごとに警備員等の検定の合格証明書の交付を受けている警

備員を配置して警備業務を実施しなければならないこととする。

イ 警備員等の検定の手続の法定化

警備員等の検定に係る規定を見直し、都道府県公安委員会は、警備業務の種

別に応じ、警備員等の検定を行うものとするほか、登録講習機関における講習

会の課程を修了した者について、当該講習に係る検定の学科試験又は実技試験

を免除することができることとする。

２ 警備業務の依頼者の保護

（１）警備業務の依頼者に対する書面交付

警備業者は、警備業務の依頼者に対して、契約締結に際し、一定の事項につい

て記載した書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならないこととする。

（２）苦情の解決の努力義務

警備業者は、警備業務の依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければなら

ないこととする。

３ その他

罰則の見直し


